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議 事 日 程 

 

令和４年８月２４日（水曜日） 午後１時３０分開議 

 

第１   議席の指定 
第２   会議録署名議員の指名 
第３   会期の決定 
第４   議長の選挙 
第５   報第２号 専決処分の報告について（岐阜県後期高齢者医療広域連合職員の育

児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について） 
第６   報第３号 専決処分の報告について（岐阜県後期高齢者医療広域連合後期高齢

者医療に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制

定について） 
第７   報第４号 専決処分の報告について（令和４年度岐阜県後期高齢者医療広域連

合後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）） 
第８   議案第８号 令和４年度岐阜県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計

補正予算（第２号） 
第９   議案第９号 岐阜県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例の

一部を改正する条例の制定について 
第１０  議案第１０号 令和３年度岐阜県後期高齢者医療広域連合一般会計及び後期高

齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 
 
                                 

 

◎本日の会議に付した事件 

日程第１  議席の指定 

日程第２  会議録署名議員の指名 

日程第３  会期の決定 

日程第４  議長の選挙 
日程第５  報第２号 専決処分の報告について（岐阜県後期高齢者医療広域連合職員の育

児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について） 
日程第６  報第３号 専決処分の報告について（岐阜県後期高齢者医療広域連合後期高齢

者医療に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制

定について） 
日程第７  報第４号 専決処分の報告について（令和４年度岐阜県後期高齢者医療広域連

合後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）） 
日程第８  議案第８号 令和４年度岐阜県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会

計補正予算（第２号） 

日程第９  議案第９号 岐阜県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例の

一部を改正する条例の制定について 
日程第１０ 議案第１０号 令和３年度岐阜県後期高齢者医療広域連合一般会計及び後期高

齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 
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職務のため出席した事務局職員 
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開 会 

午後１時３０分 開 会 

 

 

○副議長（梅村登次君） 皆さん、こんにちは。本日は大変御苦労さまでございます。 

最初に、本議会の議長でありました、岐阜市選出の谷藤錦司議員から５月１７日付で議員

辞職願が提出され、これを許可しましたので、ただいま議長が欠けております。 

よって地方自治法第１０６条第１項の規定により、議長選出まで私が議長の職務を行いま

す。どうかよろしくお願いを申し上げます。 

それでは定足数に達しておりますので、ただいまから令和４年第２回岐阜県後期高齢者医療広

域連合議会定例会を開会いたします。 
 

                               

 

一 諸般の報告 一 

 

○副議長（梅村登次君） 日程に入るに先立って諸般の報告を行います。 
 去る５月１２日付で、大垣市選出の石川まさと議員から、５月１７日付で、岐阜市選出の高橋

和江議員から、５月２３日付で、関市選出の市川隆也議員から、８月２日付で、白川町選出の細

江茂樹議員から、議員辞職願が提出され、これを許可しましたので、会議規則第８３条第２項の

規定により、御報告をいたします。以上で諸般の報告を終わります。 
 

                               

 

開 議 

○副議長（梅村登次君） これより本日の会議を開きます。 
本日の日程は、お手元に配付申し上げたとおりでございます。 
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第１ 議席の指定 

 

○副議長（梅村登次君） 日程第１、議席の指定を議題といたします。 

今回当選されました議員の議席は、会議規則第４条第２項の規定により、私において、１番 後

藤一郎議員、２番 浅野裕司議員、３番 鷲見守昭議員、４番 豊田富士人議員、５番 林新太

郎議員、９番 長屋和伸議員、１１番 武藤鉄弘議員、１５番 藤井浩人議員、２１番 湯之下

明宏議員、３２番 藤井弘之議員、３６番 宇佐美晃三議員、４６番 今井俊郎議員、以上のと

おり指定いたします。 
 

                                   

 

第２ 会議録署名議員の指名 

 

○副議長（梅村登次君） 日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

今期定例会の会議録署名議員は、会議規則第７５条の規定により、私において、１１番 武藤

鉄弘議員、４４番 金子政則議員、の両議員を指名いたします。 
 

                                  

 

第３ 会期の決定 

 

○副議長（梅村登次君） 日程第３、会期の決定を議題といたします。 

お諮りします。今期定例会の会期は、本日１日間と定めたいと思います。これに御異議ござい

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○副議長（梅村登次君） 御異議なしと認めます。よって、今期定例会の会期は、本日１日間と

決しました。 

 

                                   

 

 第４ 議長の選挙 

 

○副議長（梅村登次君） 日程第４、議長の選挙を行います。 
お諮りします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推選

によることとし、私において指名したいと思います。これに御異議ございませんか。 
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 



 5

○副議長（梅村登次君） 御異議なしと認めます。よって、私より指名をいたします。 
議長には、浅野裕司議員を指名いたします。ただいまの指名に御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○副議長（梅村登次君） 御異議なしと認めます。よって、浅野裕司議員が議長に当選されまし

た。ただいま当選されました浅野裕司議員が議場におられますので、本席から会議規則第３２条

第２項の規定による告知をいたします。 
 議長から御挨拶がございます。２番 浅野裕司議員 

〔浅野裕司君登壇〕 

 

○２番（浅野裕司君） ただいま岐阜県後期高齢者医療広域連合議会議長に御推挙いただきまし

た岐阜市議会議長の浅野裕司でございます。岐阜県内４２市町村で構成されます広域連合議会の

議長という大役を仰せ付かり、まことに光栄であります。議員の皆様の御協力を賜りながら公正

かつ円滑な議会運営に努め、広域連合議会の使命を果たせるよう議長の職務にあたってまいりま

す。どうか皆様の御指導、御鞭撻を賜りますようお願い申し上げ、議長就任の御挨拶とさせてい

ただきます。ありがとうございました。 
（拍手） 

 

○副議長（梅村登次君） これで私は議長の職を終わらせていただきます。御協力ありがとうご

ざいました。 

それでは浅野議長、議長席にお着き願います。 
〔副議長退席、議長着席〕 

 

                                   

 

 第５ 報第２号から第１０ 議案第１０号まで 

 

○議長（浅野裕司君） それでは日程第５、報第２号から日程第１０、議案第１０号まで、以上

６件を一括して議題とします。 
これら６件に対する提出者の説明を求めます。広域連合長、柴橋正直君。 

〔柴橋正直君登壇〕 
 

○広域連合長（柴橋正直君） 令和４年第２回岐阜県後期高齢者医療広域連合議会定例会が開催

されるにあたり、議員の皆様方におかれましては、大変お忙しい中、御出席を賜り、厚く御礼申

し上げます。 

日頃は、議員の皆様並びに関係市町村の皆様方には、後期高齢者医療制度の円滑な運営に対し、

多大な御尽力を賜り、誠にありがとうございます。 

提案説明に先立ち、諸般の事項について申し上げます。 

最初に、新型コロナウイルス感染症についてであります。 

全国の感染状況は、新たな変異株である、オミクロン株のＢＡ．５の系統によって、７月から
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急速に感染が再拡大して、「第７波」に突入し、現在も感染拡大が続いております。 

岐阜県においては、去る８月５日に「ＢＡ．５対策強化宣言」が発出されましたが、その後も、

新規感染者数が過去最多を更新するなど、これまでにない高い水準で推移しております。 

このような中、医療現場の最前線で奮闘されている医療従事者の皆様に、心から感謝申し上げ

ますとともに、感染された方の一日も早い回復をお祈り申し上げます。 

また、特に重症化のリスクの高い高齢者の皆様方には、引き続き、基本的な感染防止対策の徹

底や、希望される方にはワクチンの４回目接種にご協力いただきますようお願いいたします。 

次に、我が国の人口についてであります。 

本年６月に厚生労働省が公表しました令和３年の人口動態統計の概数では、出生数から死亡数

を差し引いた「人口の自然減」は、62万８千人となり、過去最大の減少となりました。 

これは、前年と比較して、死亡数が６万７千人増加して戦後最多となるとともに、出生数が２

万９千人減少して６年連続で過去最少を更新したことによるものです。少子高齢化が急速に進行

し、人口減少のスピードが更に加速している状況となっております。 

次に、高齢化の状況についてであります。 

本年 7 月に厚生労働省が公表しました、令和３年簡易生命表による日本人の平均寿命は、男性

が 81.47 歳、女性は 87.57 歳で、前年を男性は 0.09 歳、女性は 0.14 歳下回りましたが、過去２

番目に高い水準でありました。 

平均寿命が前年を下回るのは、平成 23 年の東日本大震災以来、10 年振りであり、新型コロナ

ウイルス感染症で亡くなられた高齢者等が増えたことが要因の一つとみられております。 

また、本年６月に内閣府が公表しました「令和４年版高齢社会白書」によると、令和３年 10 月

１日現在、我が国の 65 歳以上の人口は 3,621 万人で、総人口に占める割合・高齢化率は 28.9％

となっております。 

後期高齢者である 75 歳以上人口は 1,867 万人で、総人口に占める割合は 14.9％であり、65 歳

から 74 歳人口を上回っております。 

そうした中、本広域連合の被保険者数は、本年７月末現在、31万９千人となり、制度発足時の

平成 20 年度の 23 万３千人と比べ、37％増加しております。 

今後、いわゆる「団塊の世代」のすべての方が後期高齢者となる 2025 年度には、35 万人に達す

ると見込まれており、いわゆる「2025 年問題」に備えて、広域連合の業務の見直しを進めている

ところであります。 

続きまして、医療費の動向についてであります。 

本年 7 月に、公益社団法人国民健康保険中央会が公表した、令和３年度の全国の後期高齢者の

医療費は、前年度に比べ 2.7％増加して、16 兆 9,437 億円となり、新型コロナウイルス感染拡大

前の前々年度と比べても、0.2％増加しております。 

一方、一人当たりの医療費は、前年度に比べ 2.1％増加の 93 万 1,606 円となりましたが、前々

年度と比べると 1.4％減少しております。 

これは、被保険者の増加に伴い、医療費の総額は増加したものの、コロナ禍における高齢者の

受診行動の変容が影響しているといわれております。 

以上のように、今後も、人口減少による社会保障の担い手の減少や、高齢化による医療費の増

大が見込まれる中、国は、給付と負担の公平性の観点からこれまでの社会保障の構造を見直し、

全ての世代が広く支え合う全世代型社会保障の構築に向けて、昨年 6 月に「全世代対応型の社会
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保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」を成立いたしました。 

これにより、後期高齢者医療制度では、本年 10月から、一定以上の所得のある方の医療費の窓

口負担割合が、１割から２割に変更となります。 

本広域連合においては、被保険者全体の 18％にあたる５万８千人が２割となる見込みであり、

その方々の急激な負担増を抑制するため、１か月の外来受診の負担増加額を３千円以内に収める

配慮措置を３年間講じてまいります。 

さらに、国は、医療費適正化の一環として、元気で自立した日常生活を送れる健康寿命の延伸

に向け、生活習慣病の重症化予防やフレイル予防の取組を進めるため、「高齢者の保健事業と介護

予防の一体的実施事業」を令和２年４月から開始いたしました。 

その内容は、国保データベースシステムの、健診、医療、介護のデータを活用して、高齢者の

健康課題を分析するとともに、支援が必要な人を抽出して個別に保健指導を行うほか、通いの場

等において、フレイル予防のための健康相談や健康教育を行うものです。 

現在、国においては、統計データ等を積極的に利用した証拠に基づく政策立案、エビデンス・

ベースド・ポリシー・メイキングの略称である「ＥＢＰＭ」を推進しておりますが、本事業は、

国保データベースシステムの活用により、エビデンスに基づいた効率的かつ効果的な保健事業が

期待されております。 

本広域連合では、今年度は 23の市町村が取り組んでおり、令和６年度には、全ての市町村が取

り組むことを目指しております。 

加えて、本年６月７日に閣議決定されました、「経済財政運営と改革の基本方針 2022」、いわゆ

る骨太の方針 2022 では、社会保障分野における経済・財政一体改革の強化・推進において、全身

の健康と口腔の健康に関する科学的根拠の集積と国民への適切な情報提供の取組が明記されてお

ります。 

本広域連合におきましても、オーラルフレイル対策のため、市町村等の協力を得ながら、エビ

デンスの集積、精緻化に資する、口腔健診結果のデジタル化に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。 

いずれにいたしましても、被保険者の皆様が、安心して医療を受けることができますよう、国

の動向を注視しながら、市町村及び関係機関等と協力・連携して、後期高齢者医療制度の適正か

つ円滑な運営に努めてまいりますので、議員各位のご支援、ご協力を賜りますよう、よろしくお

願い申し上げます。 

それでは、今期定例会に提案いたしました諸議案につきまして、その概要を御説明申し上げま

す。 

初めに、報告事項についてであります。 

まず、報第２号は、去る３月１８日に専決処分いたしました岐阜県後期高齢者医療広域連合職

員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定について御報告し、承認を求めるもので

あります。 

改正内容といたしましては、人事院規則の一部改正に伴い、パートタイム会計年度任用職員の

育児休業等の取得要件を緩和するとともに、育児休業を取得しやすい勤務環境を整備するため、

妊娠・出産等を申し出た職員に対する個別の周知や意向確認に関する規定及び研修の実施や相談

体制の整備等に関する規定を追加したものであります。 

次に、報第３号は、去る３月２８日に専決処分いたしました岐阜県後期高齢者医療広域連合後
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期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例制定について御報告し、

承認を求めるものであります。 

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した被保険者等に係る後期高齢者医療保

険料の減免の対象期間を令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで延長するため、所要の改

正を行ったものであります。 

次に、報第４号は、去る７月１日に専決処分いたしました令和４年度岐阜県後期高齢者医療広

域連合後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）について御報告し、承認を求めるものであり

ます。 

厚生労働省からの要請に基づいて、医療費の窓口負担割合の見直しに係る周知広報リーフレッ

トの印刷及び封入、並びに医療機関等への周知広報に係る経費として、歳入歳出それぞれ４３６

万４千円を追加し、歳入歳出予算の総額を２，７６３億１，３３４万５千円としたものでありま

す。 

財源につきましては、財政支援として交付されます特別調整交付金をもって措置した次第であ

ります。 

続きまして、議案第８号 令和４年度岐阜県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計 

補正予算（第２号）であります。 

今回の特別会計補正予算は、令和３年度分の療養給付費等の精算を行うもので、歳入歳出それ

ぞれ５６億８，２０７万２千円を追加し、歳入歳出予算の総額を２，８１９億９，５４１万７千

円とするものであります。 

それでは、歳入補正予算の概要を御説明申し上げます。 

市町村支出金におきましては、療養給付費負担金の過年度精算分として３，４４４万８千円を

計上いたしました。 

国庫支出金におきましては、高額医療費負担金の過年度精算分として２，６３６万２千円を計

上いたしました。 

県支出金におきましては、高額医療費負担金の過年度精算分として２，６３６万２千円を計上

いたしました。 

また、精算に必要な財源として、令和３年度からの繰越金５５億９，４９０万円を計上いたし

ました。 

続きまして、歳出補正予算の概要を御説明申し上げます。 

令和３年度分の療養給付費等の精算に伴う償還金として、市町村に対し１１億３，５６９万９

千円、国に対し２９億２２７万１千円、県に対し２億２，４９８万３千円、支払基金に対し１４

億１，９１１万９千円、合計５６億８，２０７万２千円を計上いたしました。 

次に、議案第９号 岐阜県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例の一部を改

正する条例制定についてであります。 

改正内容といたしましては、人事院規則の一部改正に伴い、育児休業の取得回数制限の緩和等

に関し、所要の措置を講ずるとともに、パートタイム会計年度任用職員について、子の出生後８

週間以内の育児休業の取得要件を緩和し、子が１歳以降の育児休業の柔軟な取得を可能とするた

め、規定を整備するものであります。 

最後に、議案第１０号 令和３年度岐阜県後期高齢者医療広域連合一般会計及び後期高齢者医

療特別会計歳入歳出決算認定についてであります。 
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初めに、令和３年度の一般会計決算につきまして、御説明申し上げます。 

歳入合計は２億５，８０４万１，９４９円、歳出合計は２億３，８８５万５，７７８円、歳入

歳出差引残額は１，９１８万６，１７１円となりました。 

歳入の主なものといたしましては、市町村負担金が２億２，００４万３，９８０円、前年度決

算剰余金による繰越金が３，６０７万３，２２３円となりました。 

歳出の主なものといたしましては、総務費におきまして、市町村派遣職員の人件費負担金１億

９，７９７万７，０８６円を支出いたしました。 

次に、令和３年度の後期高齢者医療特別会計決算につきまして、御説明申し上げます。 

歳入合計は２，７２６億５，３９１万８，０７６円、歳出合計は２，６０３億３，７０８万２，

２０７円、歳入歳出差引残額は１２３億１，６８３万５，８６９円となりました。 

歳入の主なものといたしましては、市町村支出金として、各市町村から納付される保険料負担

金、療養給付費の定率負担金や保健事業費の負担金などで４７７億５，２３０万３，６９４円を

収入いたしました。 

国や県からの支出金として、療養給付費や高額医療費の定率負担金などで、国から８４８億３，

７７４万６，６５０円、県から２１１億６，１５７万１，４１３円を収入いたしました。 

支払基金交付金といたしましては、現役世代からの支援金１，０２３億８，４７３万７，００

０円を収入いたしました。 

また、前年度決算剰余金による繰越金として、１６０億３，１３９万６，６１１円を収入いた

しました。 

歳出の主なものといたしましては、総務費におきまして、レセプトの管理や点検業務、電算処

理業務に係る経費など６億１，５３４万３０３円を支出いたしました。 

保険給付費におきましては、療養給付費を２，３４４億５，０６４万８，７８６円、療養費を

２０億８，７８３万６，９２５円、高額療養費を１００億９，４１９万５，９２９円、高額介護

合算療養費を２億８，６８０万６６８円、葬祭費を９億３，７４０万円、傷病手当金を８４万８，

０６３円支出いたしました。 

審査支払手数料、葬祭費及び傷病手当金を除く医療給付費は、２，４６９億１，９４８万２，

３０８円となり、前年度と比べ約３．５％、約８３億円の増加となりました。これは、1 人当たり

の医療給付費が３．３％、被保険者数が１．５％増加したことによるものであります。 

保健事業費におきましては、健康診査費として、ぎふ・すこやか健康診査業務委託料を７億１，

３６５万２，８１１円、ぎふ・さわやか口腔健康診査業務委託料を１億２，０６９万５，１０７

円それぞれ支出いたしました。 

受診率につきましては、ぎふ・すこやか健康診査は、令和２年度の２２．５％から２２．７％

と上昇いたしました。また、ぎふ・さわやか口腔健康診査は、令和２年度の５．３％から５．８

％となり、こちらも前年度より上昇いたしました。 

その他保健事業として、高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施に係る委託料１億３，

７２２万１，３８２円を支出いたしました。 

諸支出金におきましては、令和２年度分の療養給付費負担金及び保健事業費負担金等の精算に

伴い、国や県、市町村、支払基金への償還金１００億７，１６７万６，５２６円を支出いたしま

した。 

なお、決算成果説明書並びに監査委員の審査意見書を添付してありますので、御参照いただき
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たいと存じます。 

以上、今期定例会に提案いたしました諸議案について、御説明を申し上げました。 

よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 

 

○議長（浅野裕司君） これら６件に対する質疑及び討論の通告はありません。 

これより、採決を行います。 

まず、報第２号を採決します。 

お諮りします。本件については、これを承認するに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（浅野裕司君） 御異議なしと認めます。よって、本件については、これを承認するに決

しました。 

次に、報第３号を採決します。 

お諮りします。本件については、これを承認するに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（浅野裕司君） 御異議なしと認めます。よって、本件については、これを承認するに決

しました。 

次に、報第４号を採決します。 

お諮りします。本件については、これを承認するに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（浅野裕司君） 御異議なしと認めます。よって、本件については、これを承認するに決

しました。 

次に、議案第８号を採決します。 

お諮りします。本件については、これを原案のとおり決するに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（浅野裕司君） 御異議なしと認めます。よって、本件については、原案のとおり決しま

した。 

次に、議案第９号を採決します。 

お諮りします。本件については、これを原案のとおり決するに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（浅野裕司君） 御異議なしと認めます。よって、本件については、原案のとおり決しま

した。 

次に、議案第１０号を採決します。 

お諮りします。本件については、これを認定するに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（浅野裕司君） 御異議なしと認めます。よって、本件については、認定すべきものと決

しました。 

 

                                   

 

 

閉 議 閉 会 

 
○議長（浅野裕司君） 以上で今期定例会に付議されました事件は、すべて議了いたしました。

よって、本日の会議はこれを閉じ、令和４年第２回岐阜県後期高齢者医療広域連合議会定例会を

閉会します。ありがとうございました。 
 

午後１時５９分 閉 会 

                                   

 

  




